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こ
こ
に
紹
介
す
る
猿
顔
様
印
は
、
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
九
条
家
が
か
つ
て
伝
え
た

藤
原
公
任
（
九
六
六
〜
一
〇
四
一
）
撰
『
北
山
抄
』
写
本
の
紙
背
に
捺
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
捺
さ
れ
た
経
緯
や
印
面
自
体
の
由
来
な
ど
も
不
明
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
成

二
五
年
四
月
に
宮
内
記
者
会
に
お
い
て
公
表
し
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
も

と
り
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
猿
顔
様
印
と
捺
さ
れ
て
い
た
『
北
山
抄
』

に
つ
い
て
の
調
査
報
告
と
し
て
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
『
北
山
抄
』
の
写
本
は

以
下
の
二
件
で
あ
る
。（〈　

〉
は
小
書
・
割
書
）

（
Ａ
）
北
山
抄
〈
目
録
、
巻
六
、
巻
九
欠
、
巻
四
、
巻
七
各
二
巻
〉

　
　
　
　
　
　
　
　

平
安
末
期
─
江
戸
初
期
写　

一
一
巻
（
函
号
九
─
四
七
六
）

（
Ｂ
）
北
山
抄
断
簡
〈
巻
第
七
〉　

平
安
末
期
写　

一
枚　

（
函
号
九
─
一
〇
〇
九
二
）

ま
ず
、（
Ａ
）
本
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
九
条
家
伝
来
の
図
書
群
は
、
昭
和
三
〇
年
代

に
書
陵
部
に
一
括
移
譲
さ
れ
、
鋭
意
整
理
・
公
開
さ
れ
て
き
た
が
、
平
成
一
六
年
に
（
Ａ
）

本
の
修
理
・
整
理
を
終
え
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
（
Ａ
）
本
は
、
全
一
一
巻
か
ら
な
る
が
、

目
録
で
示
す
よ
う
に
欠
巻
や
重
複
巻
が
あ
る
。

『
北
山
抄
』
は
、
藤
原
公
任
の
撰
に
な
る
平
安
時
代
を
代
表
す
る
有
職
故
実
書
と
し
て

著
名
で
全
一
〇
巻
を
誇
る
が
、
中
で
も
巻
十
、
吏
途
指
南
は
、
公
任
自
筆
の
稿
本
が
伝

わ
っ
て
い
る
（
国
宝
、
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
）。
ま
た
、
現
存
す
る
写
本
の
う
ち
、
ま

と
ま
っ
て
い
る
の
は
公
益
財
団
法
人
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
、
平
安
期
〜
鎌
倉

期
書
写
の
旧
三
条
西
家
伝
来
本
（
全
一
二
巻
）
で
、
こ
れ
も
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
Ａ
）
本
は
、
そ
れ
に
次
ぐ
書
写
年
次
と
規
模
を
誇
る
。

さ
て
、
こ
の
（
Ａ
）
本
の
う
ち
、
猿
顔
様
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
は
、
巻
四
及
び
巻
七

の
二
巻
で
あ
る
。
目
録
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、（
Ａ
）
本
に
は
、
重
複
巻
が
あ
り
、
そ
れ

が
巻
四
、
巻
七
で
、
こ
の
二
巻
は
、
平
安
末
期
写
と
鎌
倉
期
写
の
巻
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一

巻
ず
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
平
安
末
期
写
の
分
の
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
猿
顔
様
印
が

捺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
巻
四
、
巻
七
共
に
平
安
末
期
写
の
分
の
み
に
猿
顔

様
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
印
は
、
紙
面
の
裏
側
に
捺
さ
れ
、
巻
四
に
は
四
二

箇
所
、
巻
七
に
は
一
三
箇
所
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
朱
印
で
あ
る
。

次
に
（
Ｂ
）
本
に
つ
い
て
言
及
す
る
。（
Ｂ
）
本
は
、
平
成
二
五
年
に
修
理
・
整
理
が

終
了
し
、
公
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
巻
七
の
巻
頭
部
分
と
考
え
ら
れ
る
断
簡
で
、
複
数
の

図
書
が
破
損
し
た
状
態
で
伝
来
し
た
一
括
の
史
料
中
に
混
入
し
て
お
り
、
当
部
の
精
査
に

よ
っ
て
『
北
山
抄
』
巻
七
の
巻
頭
部
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
一
部
破
損
は
あ
る
が
復

元
の
上
、
員
数
一
枚
と
し
て
公
開
し
た
。

資　

料　

紹　

介

九
条
家
本
『
北
山
抄
』
に
捺
さ
れ
た
猿
顔
様
印
に
つ
い
て

図
書
寮
文
庫
第
二
図
書
調
査
室
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こ
の
（
Ｂ
）
本
は
、
現
状
の
（
Ａ
）
本
と
は
直
接
的
に
接
続
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な

く
、
別
系
統
の
『
北
山
抄
』
の
写
本
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
九
条
家
に
は
、（
Ａ
）

本
と
は
ま
た
別
系
統
の
『
北
山
抄
』
が
伝
来
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
こ
れ
を
証
明
で
き
る
類
本
は
伝
来
し
て
い
な
い
。
こ
の
（
Ｂ
）
本
一
枚
の
紙
背
に
（
Ａ
）

本
同
様
、
猿
顔
様
印
が
一
箇
所
捺
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
印
は
墨
印
で
、
形
や
大

き
さ
は
（
Ａ
）
と
は
若
干
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、（
Ａ
）（
Ｂ
）
二
本
の
紙
背
に
捺
さ
れ
る
猿
顔
様
印
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
こ

の
印
影
は
、
当
方
が
一
つ
の
目
安
と
し
て
猿
顔
様
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
印
影
を
ど

の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
に
は
様
々
な
意
見
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
別

の
姿
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
印
が
『
北
山
抄
』
が
書
写
さ
れ

た
平
安
末
期
に
捺
さ
れ
た
と
い
う
確
実
な
証
明
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
印
の

上
に
文
字
が
書
い
て
あ
る
箇
所
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
印
が
捺
さ
れ
た
あ
と
に
『
北
山

抄
』
本
文
は
書
写
さ
れ
た
と
み
る
の
が
、
素
直
な
見
解
と
考
え
る
。

我
が
国
に
お
け
る
印
の
使
用
は
、
律
令
国
家
成
立
以
降
、
太
政
官
や
官
衙
に
お
い
て
使

用
さ
れ
る
官
印
を
嚆
矢
と
し
た
長
い
歴
史
を
も
つ
が
、
個
人
使
用
で
か
つ
文
字
以
外
の
印

影
は
あ
ま
り
類
例
が
な
く
、
仮
に
こ
の
猿
顔
様
の
印
が
文
字
以
外
の
も
の
と
す
れ
ば
、
長

い
印
の
歴
史
の
中
で
新
し
い
事
実
を
付
け
加
え
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
所
蔵
の
国
宝
『
類
聚
歌
合
』

（
平
安
時
代
写
）
で
、
そ
の
紙
背
に
は
「
財
」
の
一
字
を
印
文
に
も
つ
方
朱
印
が
捺
さ
れ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
何
を
目
的
と
し
て
、
い
つ
頃
捺
し
た
も
の

か
は
未
詳
で
あ
る
。
更
に
、
猿
顔
様
印
が
蔵
書
印
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
紙
背

に
捺
さ
れ
て
い
る
事
実
や
、
一
巻
の
中
に
複
数
箇
所
捺
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
裏
付
け

ら
れ
る
。
紙
背
に
捺
す
印
で
は
、
巻
子
本
の
紙
継
ぎ
目
に
捺
す
継
ぎ
目
印
の
存
在
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
猿
顔
様
印
は
、
紙
継
ぎ
目
に
捺
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
巻
四
で
は
、
紙
背
の
左
方
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
程
度
の
と
こ
ろ
に
や
や
規
則
性

を
も
っ
て
捺
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ウ
ブ
な
紙
一
枚
一
枚
に
捺
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、
紙
漉
き
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
印
が

捺
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
例
は
、
寡
聞
に
し
て
こ
れ
を
聞
か
な
い
。
ま
た
、
紙
の
所
有
を

示
す
た
め
と
の
考
え
方
も
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
も
例
が
な
く
、
こ
の
印
の
位
置
づ
け
は
今

後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
印
影
等
に
つ
い
て
は
図
版
9
を
参
照
。

新
聞
・
雑
誌
等
で
と
り
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
新
聞
】

・「
平
安
期
儀
式
書
に
猿
顔
の
印　

宮
内
庁
所
蔵
、
謎
深
ま
る
」「
北
日
本
新
聞
」
平
成
二
五
年

四
月
一
二
日
（
金
）
朝
刊
（
共
同
通
信
社
の
配
信
に
よ
る
）

・「
平
安
儀
式
書
に
猿
顔
？
の
印
」「
産
経
新
聞
」
平
成
二
五
年
四
月
一
二
日
（
金
）
朝
刊　

・「
古
文
書
、
猿
の
顔
？
印
押
す　

宮
内
庁
で
写
本
見
つ
か
る
」「
日
本
経
済
新
聞
」
平
成
二
五

年
四
月
一
二
日
（
金
）
朝
刊　

・「
平
安
儀
式
書
に
「
猿
の
顔
」　

和
紙
職
人
や
紙
持
ち
主
の
印
か
」「
読
売
新
聞
」
平
成
二
五
年

四
月
一
二
日
（
金
）
朝
刊　

・「
平
安
時
代
の
儀
式
書
に
猿
の
押
印
」「
朝
日
新
聞
」
平
成
二
五
年
五
月
二
〇
日
（
月
）
夕
刊　

【
雑
誌
等
】

・「
平
安
「
儀
式
書
」
に
猿
顔
の
印
を
遺
し
た
人
」「
週
刊
新
潮
」
平
成
二
五
年
四
月
二
五
日
号

・
田
島
公
「
平
安
貴
族
の
政
務　

猿
顔
の
印
と
硯
の
謎
」『
新
発
見　

日
本
の
歴
史
平
安
時
代

3
』
朝
日
新
聞
出
版
、
平
成
二
五
年
一
〇
月

（
宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、
そ
の
概
要
を
掲
載
し
て
い
る
。）

�

（
文
責　

小
森
正
明
）


